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１．はじめに

公共空間の利用に対する

悩み・課題・要望

どこに相談しに行けばいいの？

どんな手続きが必要になるの？

公共空間の利用に係る

＜窓口＞と＜手続き＞を整理しました

公園を使いたい！ “Ｐ.５へ”

道路を使いたい！ “Ｐ.６へ”

河川を使いたい！ “Ｐ.７へ”

海岸・砂浜を使いたい！ “Ｐ.８へ”

港湾・漁港を使いたい！ “Ｐ.９、10 へ”

広場を使いたい！ “Ｐ.11 へ”

この公共空間って使えるの？
＜窓口＞と＜手続き＞の一覧表 “Ｐ.３へ”

市のホームページを見ても、情報
がまとまっていなくてわかりにくい

皆さんの“やりたい”を公共空間で実現してみませんか？

静岡市のまちなかには、青葉緑地や駿府城公園などの公園、駅前広場や街道、

商店街、清水港など魅力的な公共空間がたくさんあります。

近年、そのような魅力的な公共空間を活用した、まちの賑わいづくりの取組が

進みつつあります。例えば、青葉緑地などの公共空間の活用方法を考えるワーク

ショップや社会実験（右の写真）、草薙駅周辺の再開発事業を契機とした官民連携

のまちづくりなどです。

このガイドラインは、上記のような不特定多数の人が利用する公共空間の活用を

後押しするため、公共空間の利用申請、相談できる『窓口』や、利用までに必要な

『手続き』を紹介するものです。

このガイドラインを活用して、『皆さんの“やりたい”を公共空間で実現してみません

か？』 静岡市も「まちの賑わいづくり」や「まちへの愛着が高まる」取組を積極的に応援

します。



エリアマネジメントとは

◆ 静岡市はエリアマネジメントを応援します！

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための

住民・事業主・地権者等による主体的な取組

【参考】 エリアマネジメントについて

市内には魅力的な公共空間がたくさんあります。

その魅力的な公共空間を活用した「まちの賑わい

づくり」や「まちへの愛着の高まり」、市民の生

活の質の向上に寄与する取組を応援します。

公共空間を活用した取組を行っている団体は、

町内会や企業、商店等が一同に会した大きな団体

から、少人数で専門的な分野に特化した小さな団

体まで多様です。小さな団体が、その機動力を活

かした自主的・主体的な取組を応援します。

エリアマネジメントの活動を持続・発展させる

ためには、行政や専門家、他の団体と連携し、団

体に足りない知識や経験・ノウハウを補完し合う

ことが望ましいと考えています。

駅周辺や中心市街地は、市内外から多くの人が

訪れるエリアです。そのようなエリアでの活動は、

まちの賑わいづくりに大きく貢献します。そのた

め、特に多様な人々が利用するエリアでの取組を

応援します。
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道 路

海岸・砂浜

河 川

* 河川管理者は「【参考】静岡市内

を流れる河川の管理者一覧

（P.25）」を 参 照 し て く だ さ い

イ ベ ン ト

（運動・音楽など）

イ ベ ン ト

（飲食・火気を含む場合）
公共
空間

活動

公 園

* 主な公園

・駿府城公園

・青葉緑地

・常磐公園

・城北公園 な ど

２．公共空間の利用に係る＜窓口＞と＜手続き＞の一覧表

＜窓口＞
市・緑地政策課（葵区・駿河区）
市・清水まちづくり推進課（清水区）

＜手続き＞
◎公園内行為許可
○公園占用許可

＜窓口＞
市・緑地政策課（葵区・駿河区）
市・清水まちづくり推進課（清水区）

＜手続き＞
◎公園内行為許可
◎公園占用許可
○食品営業許可（市・保健所）
○火災予防関係届出（市・消防署）

詳
し
く
は

”
P
5
”
へ

”
P
6
”
へ

”
P
7
”
へ

”
P
8
”
へ

＜窓口＞
警察署
市管理：市・土木管理課（葵区・駿河区）

市・土木事務所（清水区）

＜手続き＞
◎道路使用許可
○道路占用許可

* 市管理：市道、県道、
国道149号、150号、362号

※国管理道路（国道１号、国道52号）
における手続きについては静岡
国道事務所（ 054-250-8906）
にお問い合わせください。

＜窓口＞
警察署
市管理：市・土木管理課（葵区・駿河区）

市・土木事務所（清水区）

＜手続き＞
◎道路使用許可（警察署）
○道路占用許可
○食品営業許可（市・保健所）
○火災予防関係届出（市・消防署）

* 海岸・砂浜管理者
①国管理：蒲原海岸
②県管理：①と③以外の海岸・砂浜
③市管理：由比・用宗漁港海岸

＜窓口＞
国管理：国・静岡河川事務所

国・甲府河川国道事務所
県管理：県・静岡土木事務所
市管理：市・土木管理課（葵区・駿河区）

市・土木事務所（清水区）

＜手続き＞
○一時使用届（河川管理者と相談）

＜窓口＞
国管理：国・静岡河川事務所

国・甲府河川国道事務所
県管理：県・静岡土木事務所
市管理：市・土木管理課（葵区・駿河区）

市・土木事務所（清水区）

＜手続き＞
○土地の占用許可（又は一時使用届）
〇工作物の新設等の許可
〇食品営為業許可（市・保健所）
〇火災予防関係届出（市・消防署）

＜窓口＞
国管理：国・静岡河川事務所
県管理：県・静岡土木事務所
市管理：市・水産振興課

＜手続き＞
◎海岸占用許可

＜窓口＞
国管理：国・静岡河川事務所
県管理：県・静岡土木事務所
市管理：市・水産振興課

＜手続き＞
◎海岸占用許可
〇食品営業許可（市・保健所）
〇火災予防関係届出（市・消防署）
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イベント

（運動・音楽など）

イベント

（飲食・火気を含む場合）
公共
空間

活動

港湾／漁港

* 港湾・漁港管理者

①県管理

：清水港（港湾）

②市管理

：由比・用宗漁港（漁港）

広 場

静岡市では、「良好な景観形成と風致の維持」、そして「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物

の設置等についてのルール（静岡市屋外広告物条例）を定めています。

イベント等で看板やのぼりなどを設置する場合、地域によっては設置できないものや、許可の必要なもの、

大きさ等に規制があるものなどがあります。

詳しくは、市ＨＰ（屋外広告物について）を参照して頂き、市・景観まちづくり課屋外広告物係（ 054-221-

1123） までお気軽にお問い合わせください。

”
P
9
/
1
0
”
へ

”
P
1
1
”
へ

＜窓口＞

市・文化政策課
（青葉イベント広場（葵スクエア））

市・観光国際課
（静岡駅北口地下広場しずチカイベントスペース）

＜手続き＞

◎広場の利用申請

＜窓口＞

市・文化政策課
（青葉イベント広場（葵スクエア））

市・観光国際課
（静岡駅北口地下広場しずチカイベントスペース）

＜手続き＞

◎広場の利用申請
○食品営業許可（市・保健所）
○火災予防関係届出（市・消防署）

＜窓口＞

港湾：県・清水港管理局
漁港：市・水産振興課

＜手続き＞

◎港湾／漁港施設占用許可

＜窓口＞

港湾：県・清水港管理局
漁港：市・水産振興課

＜手続き＞

◎港湾／漁港施設占用許可
○食品営業許可（市・保健所）
○火災予防関係届出（市・消防署）

* 主な広場

・青葉イベント広場（葵スクエア）

・静岡駅北口地下広場しずチカ

イベントスペース※

など

※令和８年６月からリニューアル工事

のため使用不可
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・・・

手続き④ ＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

Ｑ１

公園内に露店や

ステージ等を設

置しますか？

Ｑ２

公園内で飲食物

を提供又は販売

をしますか？

Ｑ３

公園内で火気を

使用しますか？

手続き①

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

＜ 前 例 ＞

公 園

公園でこんなことやりたい

手続き②

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

＜ 前 例 ＞

手続き③

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

＜ 前 例 ＞

設置する

提供又は販売する

使用する

何も設置しない

提供又は販売しない

使用しない

（１）公園
【イメージ】駿府城公園

３．公共空間の利用に係る＜窓口＞と＜手続き＞
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イベント
（ヨガ・ウォーキング
などで体を動かす）

イベント
（マルシェ・お祭りなど
物販や飲食物の販売）

イベント
（音楽の演奏・大道芸

などのパフォーマンス）

*【屋外広告物について】 イベントで看板やのぼりなどを設置する場合、地域や大きさによっては設置できないものや、
許可や協議が必要なものなどがあります。詳しくは、市・景観まちづくり課までお問い合わせください。

○ 市・緑地政策課（葵・駿河区）
市・清水まちづくり推進課（清水区）

○ 公園内行為許可（資料１（P.13））

○ 手続き①と同様

○ 公園内行為許可（資料１（P.13））
○ 公園占用許可（資料２（P.14））

○ 青 葉 緑 地 ： フリーマーケット

○ 手続き①と同様
○ 市・保健所

○ 公園内行為許可（資料１（P.13））
○ 公園占用許可（資料２（P.14））
○ 食品営業許可（資料10（P.22））

○ 青 葉 緑 地 ： オープンカフェ

○ 手続き①と同様 ○ 市・保健所 ○ 市・消防署

○ 公園内行為許可（資料１（P.13）） ○ 公園占用許可（資料２（P.14））
○ 食品営業許可（資料10（P.22）） ○ 火災予防関係届出（資料11（P.23））

○ 駿府城公園 ： 静岡まつり



手続き④ ＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

Ｑ１

道路内に露店

やステージ等を

設置しますか？

Ｑ２

道路内で飲食物

を提供又は販売

をしますか？

Ｑ３

道路内で火気を

使用しますか？

手続き①

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

（２）道路

道 路

手続き②

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

手続き③

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

設置する

提供又は販売する

使用する

何も設置しない

提供又は販売しない

使用しない

市管理：市道、県道、国道149号、150号、362号
※国管理道路（国道１号、国道 52 号）における手続きについては

静岡国道事務所（ 054-250-8906）にお問い合わせください。

【イメージ】清水駅前銀座商店街
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・・・
イベント

（ヨガ・ウォーキング
などで体を動かす）

イベント
（マルシェ・お祭りなど
物販や飲食物の販売）

イベント
（音楽の演奏・大道芸

などのパフォーマンス）

道路でこんなことやりたい

*【屋外広告物について】 イベントで看板やのぼりなどを設置する場合、地域や大きさによっては設置できないものや、
許可や協議が必要なものなどがあります。詳しくは、市・景観まちづくり課までお問い合わせください。

*【道路の使用について】 道路を使用する場合、道路の構造又は交通に支障を生ずることがないよう考慮する必要があります。
ご検討の際は、相談窓口にご相談ください。

○ 警察署

○ 道路使用許可（資料４（P.16））

○ 警察署
○ 市管理：市・土木管理課（葵・駿河区）

市・土木事務所（清水区）

○ 道路使用許可（資料４（P.16））
○ 道路占用許可（資料３（P.15））

○ 手続き②と同様
○ 市・保健所

○ 道路使用許可（資料４（P.16））
○ 道路占用許可（資料３（P.15））
○ 食品営業許可（資料10（P.22））

○ 手続き②と同様
○ 市・保健所 ○ 市・消防署

○ 道路使用許可（資料４（P.16）） ○ 道路占用許可（資料３（P.15））
○ 食品営業許可（資料10（P.22）） ○ 火災予防関係届出（資料11（P.23））



手続き④ ＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

Ｑ１

河川空間に工

作物を設置し

ますか？

Ｑ２

河川空間で飲食物

を提供又は販売

を し ま す か ？

手続き①

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

手続き②

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

手続き③

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

設置する

提供又は販売する

使用す る

何も設置しない

提供又は販売しない

使用しない

・・・

（３）河川

河 川
【 イ メ ー ジ 】 巴 川

３．公共空間の利用に係る＜窓口＞と＜手続き＞ （続き）
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・・・
イベント

（ヨガ・ウォーキング
などで体を動かす）

イベント
（マルシェ・お祭りなど
物販や飲食物の販売）

イベント
（音楽の演奏・大道芸

などのパフォーマンス）

河川でこんなことやりたい

○ 国管理：国・静岡河川事務所
国・甲府河川国道事務所

○ 県管理：県・静岡土木事務所
○ 市管理：市・土木管理課（葵・駿河区）

市・土木事務所（清水区）

○ 一時使用届（河川管理者と相談）

○ 手続き①と同様

○ 土地の占用許可（又は一時使用届）
（資料５（P.17））

○ 工作物の新設等の許可（資料５（P.17））

○ 手続き①と同様
○ 市・保健所

○ 土地の占用許可（又は一時使用届）
（資料５（P.17））

○ 工作物の新設等の許可（資料５（P.17））
○ 食品営業許可（資料10（P.22））

○ 手続き①と同様 ○ 市・保健所 ○ 市・消防署

○ 土地の占用許可（又は一時使用届） （資料５（P.17））
○ 工作物の新設等の許可（資料５（P.17））
○ 食品営業許可（資料10（P.22）） ○ 火災予防関係届出（資料11（P.23））

Ｑ３

河川空間で火気

を 使 用 し ま す

か？

*【屋外広告物について】 イベントで看板やのぼりなどを設置する場合、地域や大きさによっては設置できないものや、
許可や協議が必要なものなどがあります。詳しくは、市・景観まちづくり課までお問い合わせください。

【河川管理者】河川管理者については、「【参考】静岡市内を流れる

河川の管理者一覧（P.25）」を参照してください。



海岸・砂浜
【イメージ】蒲原海岸

手続き③ ＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

Ｑ１

海岸で飲食物を

提供又は販売を

しますか？

手続き①

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

手続き②

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

提供又は販売する

使用する

提供又は販売しない

使用しない

＊これまでの海岸を使った取組

【海岸・砂浜管理者】国管理：蒲原海岸

県管理：国・市管理区域以外

市管理：由比・用宗漁港海岸

（４）海岸・砂浜
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・・・
・・・

イベント
（ヨガ・ウォーキング
などで体を動かす）

イベント
（マルシェ・お祭りなど
物販や飲食物の販売）

イベント
（音楽の演奏・大道芸

などのパフォーマンス）

海岸・砂浜でこんなことやりたい

*【屋外広告物について】 イベントで看板やのぼりなどを設置する場合、地域や大きさによっては設置できないものや、
許可や協議が必要なものなどがあります。詳しくは、市・景観まちづくり課までお問い合わせください。

*【海岸・砂浜の使用について】 海岸・砂浜は自由使用が原則です。独占的な使用を保証するものではありません。 他の利用
者に支障のない範囲で譲り合って使用してください。

○ 国管理：国・静岡河川事務所
○ 県管理：県・静岡土木事務所
○ 市管理：市・水産振興課

○ 海岸占用許可（資料６（P.18））

○ 手続き①と同様
○ 市・保健所

○ 海岸占用許可（資料６（P.18））
○ 食品営業許可（資料10（P.22））

○ 手続き①と同様
○ 市・保健所 ○ 市・消防署

○ 海岸占用許可（資料６（P.18）） ○ 食品営業許可（資料10（P.22））
○ 火災予防関係届出（資料11（P.23））

○大浜ビーチフェスタ 場所：大浜公園・大浜海岸 主催：大浜ビーチフェスタ実行委員会

○ビーチフェスタ in かんばら 場所：蒲原海岸 主催：ビーチフェスタ in かんばら実行委員会

Ｑ２

海岸で火気を

使用しますか？



３．公共空間の利用に係る＜窓口＞と＜手続き＞ （続き）

手続き③
＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

Ｑ１

港湾で飲食物を

提供又は販売を

しますか？

Ｑ２

港湾で火気を使

用しますか？

手続き①

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

手続き②

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

提供又は販売する

使用する

提供又は販売しない

使用しない

＊これまでの港湾を使った取組

【イメージ】清水港

・・・
イベント

（ヨガ・ウォーキング
などで体を動かす）

イベント
（マルシェ・お祭りなど
物販や飲食物の販売）

イベント
（音楽の演奏・大道芸

などのパフォーマンス）

港湾（清水港）でこんなことやりたい

○ 県・清水港管理局
○ 市・保健所

○ 港湾施設占用許可（資料８（P.20））
○ 食品営業許可（資料10（P.22））

○ 県・清水港管理局

○ 港湾施設占用許可（資料８（P.20））

○ 県・清水港管理局
○ 市・保健所 ○ 市・消防署

○ 港湾施設占用許可（資料７（P.19）） ○ 食品営業許可（資料10（P.22））
○ 火災予防関係届出（資料11（P.23））

○ 清水みなとまつり 場所：日の出埠頭 主催：清水みなとまつり実行委員会

○ 清水港興津フェア 場所：国際交流センター（興津第一埠頭内） 主催：清水港興津フェア実行委員会

*【屋外広告物について】 イベントで看板やのぼりなどを設置する場合、地域や大きさによっては設置できないものや、
許可や協議が必要なものなどがあります。詳しくは、市・景観まちづくり課までお問い合わせください。
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（６）港湾（清水港）

港 湾



【イメージ】用宗漁港

（７）漁港（由比漁港、用宗漁港）

漁 港

漁港でこんなことやりたい

手続き③ ＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

Ｑ１

漁港で飲食物を

提供又は販売を

しますか？

Ｑ２

漁港で火気を使

用しますか？

手続き①

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

手続き②

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

提供又は販売する

使用する

提供又は販売しない

使用しない

＊これまでの漁港を使った取組

・・・
イベント

（ヨガ・ウォーキング
などで体を動かす）

イベント
（マルシェ・お祭りなど
物販や飲食物の販売）

イベント
（音楽の演奏・大道芸

などのパフォーマンス）

漁港でこんなことやりたい

*【屋外広告物について】 イベントで看板やのぼりなどを設置する場合、地域や大きさによっては設置できないものや、
許可や協議が必要なものなどがあります。詳しくは、市・景観まちづくり課までお問い合わせください。

*【漁港の使用について】 イベント等で使用する場合、漁業協同組合との調整が必要となる場合があります。

○ 市・水産振興課

○ 漁港施設占用許可（資料８（P.20））

○ 市・水産振興課
○ 市・保健所

○ 漁港施設占用許可（資料８（P.20））
○ 食品営業許可（資料10（P.22））

○ 市・水産振興課
○ 市・保健所 ○ 市・消防署

○ 漁港施設占用許可（資料８（P.20）） ○ 食品営業許可（資料10（P.22））
○ 火災予防関係届出（資料11（P.23））

○ 用宗漁港まつり 場所：用宗漁港 主催：用宗漁港まつり実行委員会

○ 由比桜えびまつり 場所：由比漁港 主催：由比桜えびまつり実行委員会
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３．公共空間の利用に係る＜窓口＞と＜手続き＞ （続き）

11

（８）広場

手続き③ ＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

Ｑ１

広場で飲食物を

提供又は販売を

しますか？

Ｑ２

広場で火気を使

用しますか？

広 場

広場でこんなことやりたい

手続き①

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

手続き②

＜相談窓口＞

＜手 続 き＞

提供又は販売する

使用する

提供又は販売しない

使用しない

＊主な広場の管理者

【イメージ】清水駅東口広場

・・・
イベント

（ヨガ・ウォーキング
などで体を動かす）

イベント
（マルシェ・お祭りなど
物販や飲食物の販売）

イベント
（音楽の演奏・大道芸

などのパフォーマンス）

広場でこんなことやりたい

○ 下記参照

○ 広場の利用申請（資料９（P.21））

○ 下記参照
○ 市・保健所

○ 広場の利用申請（資料９（P.21））
○ 食品営業許可（資料10（P.22））

○ 下記参照
○ 市・保健所 ○ 市・消防署

○ 広場の利用申請（資料９（P.21）） ○ 食品営業許可（資料10（P.22））
○ 火災予防関係届出（資料11（P.23））

○ 市・文化政策課 ：青葉イベント広場（葵スクエア）

○ 市・観光国際課 ：静岡駅北口地下広場しずチカイベントスペース

*【屋外広告物について】 イベントで看板やのぼりなどを設置する場合、地域や大きさによっては設置できないものや、
許可や協議が必要なものなどがあります。詳しくは、市・景観まちづくり課までお問い合わせください。
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【参考】公共空間利用の手続きの内容

資料１ 【公園】公園内行為許可

（１）公園内行為許可とは

○ 公園内で写真・映画の撮影、興行、催し物の開催などで公園を利用する場合に必要となる許可申請です。

（２）根拠法令・条例等

○ 都市公園法

○ 都市公園運用指針（平成 24年４月／国土交通省都市局）

○ 静岡市都市公園条例

（３）申請窓口・管理者

○ 静岡市 緑地政策課（葵区・駿河区、 054-221-1107）、清水まちづくり推進課（清水区、 054-354-2235）

（４）手続き

１）手続きの流れ

事前相談(任意)

オンライン申請(本申請）

許可書の交付

：利用内容や利用方法について事前に確認したい場合はご連絡ください

（６）その他

○ 公園によっては、静岡市都市公園条例に基づく行為の禁止又は制限に加えて、許可条件が定められてい

ることがあります。（例：青葉緑地）

○ 詳細は、静岡市緑地政策課（葵・駿河区）、清水まちづくり推進課（清水区）にお問い合わせください。

使用料単位区分：静岡市都市公園条例第 17 条

88円１㎡１日につき面積によるもの行商、募金、出店その他これら

に類する行為をすること 1,100円１人１日につき面積により難いもの

88円１㎡１日につき面積によるもの業として写真又は映画を撮影すること

434 円１㎡１日につき面積によるもの
興行をすること

1,650円１回１日につき面積により難いもの

33円１㎡１日につき面積によるもの競技会、展示会、博覧会、映画会、集会、撮影会

その他これらに類する催しのため公園を利用すること 1,650円１回１日につき面積により難いもの

２）申請方法

・静岡市ホームページからオンラインで予約 https://www.city.shizuoka.lg.jp/s8967/s001436.html

添付書類：企画書、位置図や配置図などの図面 等

（５）公園使用料

○ 静岡市都市公園条例に基づき、使用料がかかります。使用料は、特定の公園、利用内容や利用面積

によって異なります。使用料の例を以下に示します。

○ 自治会の行事など利用内容によって、公園使用料の減免の対象となる場合があります。詳細は、静

岡市緑地政策課（葵・駿河区）、清水まちづくり推進課（清水区）にお問い合わせください。

オンライン仮予約 ：イベントの詳細が決まっていないが場所を予約したい時は仮予約してください

：仮予約している場合はシステムで「本申請」に変更してください

公園使用料のお支払い
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（令和８年４月１日現在）



資料２ 【公園】公園占用許可

（１）公園占用許可とは

○ 公園内に露店やベンチ、ステージ、音響施設等を設置する際に必要となる許可申請です。

（２）根拠法令・条例等

○ 都市公園法

○ 都市公園運用指針（平成 24年４月／国土交通省都市局）

○ 静岡市都市公園条例

（３）申請窓口・管理者

○ 静岡市 緑地政策課（葵区・駿河区、 054-221-1107）、清水まちづくり推進課（清水区、 054-354-2235）

（４）手続き

１）手続きの流れ

使用料単位区分：静岡市都市公園条例第 17 条

44円１㎡１月につき「興行をする」ために設けられる仮設工作物

520円表示面積１㎡１日につき清水日本平運動公園球技場で行う場合に「競技会、展示会、博覧会、映画会、

広告を掲示するために設けられる看板、集会、撮影会その他これらに類する

横断幕その他これらに類するもの催しのため公園を利用する」ために

設けられる仮設工作物
22円１㎡１月につきその他

33円１㎡１月につきその他の占用物件

（６）その他

○ 公園によっては、静岡市都市公園条例に基づく行為の禁止又は制限に加えて、許可条件が定められてい

ることがあります。（例：青葉緑地）

○ 詳細は、静岡市緑地政策課（葵・駿河区）、清水まちづくり推進課（清水区）にお問い合わせください。

事前相談(任意)

オンライン申請(本申請）

許可書の交付

２）申請方法

・静岡市ホームページからオンラインで予約 https://www.city.shizuoka.lg.jp/s8967/s001436.html

添付書類：企画書、位置図や配置図などの図面 等

（５）公園使用料

○静岡市都市公園条例に基づき、使用料がかかります。使用料は、特定の公園、利用内容や利用面積

によって異なります。使用料の例を以下に示します。

○自治会の行事など利用内容によって、公園使用料の減免の対象となる場合があります。詳細は、静岡

市緑地政策課（葵・駿河区）、清水まちづくり推進課（清水区）にお問い合わせください。

オンライン仮予約

公園使用料のお支払い
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：利用内容や利用方法について事前に確認したい場合はご連絡ください

：イベントの詳細が決まっていないが場所を予約したい時は仮予約してください

：仮予約している場合はシステムで「本申請」に変更してください

（令和８年４月１日現在）



【参考】公共空間利用の手続きの内容

資料３ 【道路】道路占用許可

（１）道路占用許可とは

○ 道路上に物件を設置し、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要になります。

○ 原則、所轄警察署の道路使用許可が必要になります。

（２）根拠法令・条例等

○ 道路法

○ 静岡市道路占用料条例

○ 静岡市道路占用規則

（３）申請窓口・管理者

○ 市管理：市道、県道、国道149号、150号、362号

○ 管理者：静岡市 土木管理課（葵・駿河区、 054-221-1442）、土木事務所（清水区、 054-354-2218）
※ 国管理道路（国道１号、国道 52 号）における手続きについては、静岡国道事務所（ 054-250-8906）にお問い合わせください。

（４）手続き

１）手続きの流れ

事前相談

申請書提出

審 査

許可書の交付

：利用内容に伴う提出書類、手続きの流れなどを事前に確認

：14日程度（他協議がある場合は30日）（書類がすべて整ってから）

（６）道路占用許可の基準や条件
○ 道路法により、道路占用許可の基準（道路法第33条第1項）や条件（道路法第87条）が設定されていますが、

道路空間を活用した路上イベントの実施など、地域の活性化や都市における賑わいの創出に寄与する道路占用につい

ては、道路管理者としても支援していくべきと考え、弾力的な運用を進めています。道路占用許可の基準や 条件等

については、静岡市土木管理課（葵・駿河区）、土木事務所（清水区）にお問い合わせください。

○ また、国土交通省では「道路を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン」を作成し、道路占用許可

の基準や条件等を整理していますので参考にしてください。（http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/senyo.html）

占用料の納付

使用料単位区分：静岡市道路占用料条例第 2条

73円占用面積１㎡につき１日祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの道路法第 32 条第 1項第 6号

露店、商品置場その他これらに類する施設 730円占用面積１㎡につき１月その他のもの

２）提出書類

• 道路占用許可申請書（申請書の様式は、静岡市ＨＰ「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。）

• 案内図 ・ 平面図 ・ 断面図 ・ 交通規制図 ・ 現況写真 等

（５）道路占用料（市管理道路の場合）

○ 静岡市道路占用料条例に基づき、道路占用料がかかります。占用料は、利用内容や占用面積によって

異なります。占用料の抜粋を以下に示します。

○ 利用内容によっては、道路占用料の減免等の対象となる場合があります。詳細は、静岡市土木管理

課（葵・駿河区）、土木事務所（清水区）にお問い合わせください。
（令和８年４月１日現在）

※占用の期間が１月未満のものについては、消費税相当額を加算
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資料４ 【道路】道路使用許可

（１）道路使用許可とは

○ イベントなどで道路を使用する場合に必要となる許可申請です。

（２）根拠法令・条例等

○ 道路交通法

○ 静岡県道路交通法施行細則

（３）申請窓口
○ 静岡県警察（葵区：静岡中央警察署（ 054-250-0110）、駿河区：静岡南警察署（ 054-288-0110）、

清水区：清水警察署（ 054-366-0110））

（４）手続き

１）手続きの流れ

事前相談

申請書提出

審 査

許可書の交付

：利用内容に伴う提出書類、手続きの流れなどを事前に確認

２）提出書類（２部）

（５）手数料

○ 2,400 円（手数料は、申請書提出時に静岡県収入印紙により徴収します。）（令和８年４月１日現在）

（６）道路使用許可の申請が必要な場合（静岡県警察ＨＰより）

○ 許可申請が必要な場合について以下に示しますが、詳細は静岡県警察にお問い合わせください。

○ 道路交通法第 77条
・ １号許可：道路において、工事や作業をするとき。

・ ２号許可：道路に石碑や銅像、広告板などを設置するとき。

・ ３号許可：場所を移動しないで道路上で露店や屋台などを出すとき。

・ ４号許可：お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき。

○ 静岡県道路交通法施行細則第 11 条

・ 道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。

・ 道路において、撮影会や録音会などを行うとき。

・ 道路に人が集まる方法で、演説や演劇などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。

・ 道路において、消防や水防、避難・救護訓練などを行うとき。

・ 交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。

・ 交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。

・ 交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。

・ 道路において、３人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。

・ 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をするとき。
16

・ 道路使用許可申請書（申請書の様式は、静岡県警察HPからダウンロードできます。）
・ 道路使用の場所の位置図 ・ 道路の使用の場所または区間の見取図
・ 道路の使用の方法や形態を具体的に説明する資料
・ 交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めた資料



【参考】公共空間利用の手続きの内容

資料５ 【河川】土地の占用の許可・工作物の新設等の許可

（１）土地の占用の許可・工作物の新設等の許可とは

○ 河川区域内で写真・映画の撮影、興行、催し物の開催などで河川区域を利用する場合に必要となる

許可申請です（土地の占用の許可）。その際に、工作物を設置する場合は、工作物設置に関する許可

が必要になります。なお、河川により異なる場合がありますので、詳細は管轄の河川事務所にお問い

合わせください。

（２）根拠法令・条例等

○ 河川法 ○ 河川敷地占用許可準則

○ 静岡県河川管理条例 ○ 静岡県河川管理規則

○ 静岡市河川法等施行細則 ○ 静岡市法定外公共物管理条例 ○ 静岡市準用河川流水占用料等徴収条例

（３）申請窓口・管理者

（４）手続き

１）手続きの流れ

事前相談

申請書提出

審 査

許可書の交付

：事前に活動内容に関する相談や提出書類などを確認

：標準処理期間 国：３ヶ月、県：１ヶ月、市：14日

占用料の納付 ：許可日から１月以内、翌年度以降は５月31日まで（市管理河川の場合）

２）提出書類

・ 土地の占用の許可申請書 ・ 工作物の新設等の許可申請書（工作物を設置する場合のみ）

○ 国管理河川 管理者：国土交通省 静岡河川事務所（安倍川、藁科川）、甲府河川国道事務所（富士川）

○ 県管理河川 管理者：静岡県 静岡土木事務所

○ 市管理河川 管理者：静岡市 土木管理課（葵・駿河区）、土木事務所（清水区）

* 各河川の管理者は「【参考】静岡市内を流れる河川の管理者一覧（P.25）」を参照してください。

＊富士川では処理の迅速化に向けた取組を試行運用中です。

使用料算定単位区分

690円表示面積１㎡につき１年広告板（掲示板を含む。）

工作物の設置を伴うもの 300    円占用面積１㎡につき１年船舶を係留し又は保管する施設

300円占用面積１㎡につき１年その他のもの

160円占用面積１㎡につき１年その他のもの工作物の設置を伴わないもの

・ 事業の計画の概要を記載した図書 ・ 位置図 ・ 平面図 等

（５）占用料（市管理河川の場合）

○ 下表の規定により算出した額を納める必要があります（下表は土地占用料の一部を抜粋し掲載し

ています）。占用料は利用内容によって、占用料の減免等の対象となる場合があります。詳細は、

河川管理者にお問い合わせください。

（令和８年４月１日現在）

※占用の期間が１月未満のものについては、消費税相当額を加算
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資料６ 【海岸・砂浜】海岸占用許可

（１）海岸占用許可とは

○ 海岸保全区域で写真・映画の撮影、興行、催し物の開催などで海岸・砂浜を利用する場合に必要と

なる許可申請です。

（２）根拠法令・条例等

○ 海岸法 ○ 海岸法施行規則

○ 静岡県海岸管理規則

○ 静岡市海岸法等施行細則

○ 静岡県海岸占用料等徴収条例

○ 静岡市海岸保全区域内占用料及び土石採取料徴収条例

（３）申請窓口・管理者

○ 国管理：蒲原海岸

○ 県管理：国・市管理区域以外

○ 市管理：由比・西倉沢・用宗漁港海岸

管理者：国土交通省 静岡河川事務所

管理者：静岡県 静岡土木事務所

管理者：静岡市 水産振興課

（４）手続き

１）手続きの流れ

事前相談

申請書提出

審 査

許可書の交付

占用料の納付

：事前に活動内容に関する相談や提出書類などを確認

：標準処理期間 県：１ヶ月、市：20日（閉庁日を除く）

：許可の日又は届出に係る利用を開始する日から60日以内に徴収する

（６）その他

○ 海岸は自由使用が原則です。独占的な使用を保証するものではありません。他の利用者に支障のな

い範囲で譲りあって使用して下さい。

使用料算定単位区分

690円表示面積１㎡につき１年広告板（掲示板を含む。）
工作物の設置を伴うもの

300円占用面積１㎡につき１年その他のもの

160円占用面積１㎡につき１年その他のもの工作物の設置を伴わないもの

２）提出書類

・ 海岸占用許可申請書（申請書の様式は、静岡県ＨＰ「申請書ダウンロードサービス」、静岡市ＨＰ

「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。）

・ 企画書（占用の目的、場所、期間、面積等） ・ 設計書及び仕様書

・ 図面（位置図、平面図等） 等

（５）占用料等（市管理の海岸・砂浜の場合）

○ 下表の規定により算出した額を納める必要があります（下表は占用料の一部を抜粋し掲載していま

す）。占用料は利用内容によって、占用料の減免等の対象となる場合があります。詳細は、静岡市水

産振興課までお問い合わせください。

（令和８年４月１日現在）◆ 占用期間が１月以上の場合
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資料７ 【港湾・漁港】港湾施設占用許可

（１）港湾施設占用許可とは

○ 港湾区域内で写真・映画の撮影、興行、催し物の開催などで港湾区域を利用する場合に必要となる

許可申請です。

（２）根拠法令・条例等

○ 港湾法

○ 静岡県港湾管理条例

（３）申請窓口・管理者

○ 静岡県 清水港管理局（静岡市内の港湾施設は、清水港のみ）

（４）手続き

１）手続きの流れ

事前相談

申請書提出

審 査

許可書の交付

占用料の納付

：事前に活動内容に関する相談や提出書類などを確認

：標準処理期間 県：25日

：納入通知書で定めた期限まで

使用料算定単位区分

690円表示面積１㎡につき１年広告板（掲示板を含む。）

工作物の設置を伴うもの 300円占用面積１㎡につき１年船舶を係留し又は保管する施設

300円占用面積１㎡につき１年その他のもの

260円占用面積１㎡につき１年その他のもの工作物の設置を伴わないもの

＊占用期間が１ヶ月未満の場合は、日割計算となります。１ヶ月以上１年未満の場合は、月割計算とし端数は繰り上げとします。

２）提出書類

・ 港湾施設占用許可申請書

（申請書の様式は、静岡県ＨＰ「申請書ダウンロードサービス」からダウンロードできます。）

・ 各種図面（位置図、平面図、求積図、構造図等）

・ 設計書

・ 仕様書 等

（５）占用料等

○ 下表の規定により算出した額を納める必要があります（下表は占用料の一部を抜粋し掲載していま

す）。占用料は利用内容によって、占用料の減免等の対象となる場合があります。詳細は、静岡県清

水港管理局にお問い合わせください。
（令和８年４月１日現在）

【参考】公共空間利用の手続きの内容
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資料８ 【港湾・漁港】漁港施設占用許可

（１）漁港施設占用許可とは

○ 漁港区域内で写真・映画の撮影、興行、催し物の開催などで漁港区域を利用する場合に必要となる

許可申請です。

（２）根拠法令・条例等

○ 漁港及び漁場の整備等に関する法律

○ 静岡市漁港管理条例

○ 静岡市漁港管理規則

（３）申請窓口・管理者

○ 静岡市 水産振興課

（４）手続き

１）手続きの流れ

事前相談

申請書提出

審 査

許可書の交付

：事前に活動内容に関する相談や提出書類などを確認

：標準処理期間 市：20日（閉庁日を除く）

：前納

２）提出書類

・ 甲種漁港施設占用許可申請書

（申請書の様式は、静岡市ＨＰ「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。）

（６）その他

○ 漁業協同組合との調整が必要となる場合があります。

使用料算定単位区分

300円占用面積１㎡につき１年工作物を設ける場合

道路以外の施設 160円占用面積１㎡につき１年工作物を設けない場合

840円１本につき１年電柱等を設ける場合

静岡市道路占用料条例の規定の例による。道路

・ 各種図面（位置図、平面図、求積図、構造図等） ・ 設計書 ・ 仕様書 等

（５）占用料等

○ 下表の規定により算出した額を納める必要があります（下表は占用料の一部を抜粋し掲載していま

す）。占用料は利用内容によって、占用料の減免等の対象となる場合があります。詳細は、静岡市水

産振興課にお問い合わせください。

◆ 占用期間が１月以上の場合

占用料の納付

（令和８年４月１日現在）
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【参考】公共空間利用の手続きの内容

事前相談

申請書提出

審 査

許可書の交付

使用料の納付

：事前に活動内容に関する相談や提出書類などを確認

資料 ９【広場】広場の利用申請

（１）広場の利用申請とは

○ 広場を写真・映画の撮影、興行、催し物の開催などで利用する場合に必要となる申請です。

（２）根拠法令・条例等

* 個別に利用要領等が設定されていますのでご確認ください。

（３）申請窓口・管理者

１）青葉イベント広場（葵スクエア）

○ 静岡市 文化政策課

２）静岡駅北口地下広場しずチカイベントスペース

○ 静岡市 観光国際課 （※令和８年６月～ リニューアル工事のため貸出し不可）

（４）手続き

１）手続きの流れ

水道料電気料
貸付料

時間区分
平日平日以外の日

200円240円11,200円22,400円午 前 （９：００～１３：００）

200円240円11,200円22,400円午後（１３：００～１７：００）

150円180円8,400円16,800円夜間（１７：００～２０：００）

550円660円30,800円61,600円全 日 （９：００～２０：００）

２）提出書類

・ 各広場の利用申請書

（申請書の様式は、静岡市ＨＰ「申請書ダウンロードサービス」からダウンロードできます。）

※青葉イベント広場につきましては、申請書の提出が従来の紙での提出から予約サイトでの提出となりました。

詳しくは、静岡市ホームページ（https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9635/s005996.html）をご覧ください。

（５）使用料等

○ 各広場において使用料が設定されています。参考として、以下に「青葉イベント広場」の料金区分

を記載します。使用料は利用内容等により、使用料の減免等の対象となる場合があります。詳細は、

各広場の管理者にお問い合わせください。

（令和８年４月１日現在）
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資料 10 食品営業許可等

（１）営業許可

○ イベント等で食品を調理・提供するには、露店形態又は自動車形態（キッチンカー）の飲食店営

業の許可が必要です。各出店者が、営業許可を有するか確認してください。

・ 静岡県内のいずれかの保健所の営業許可を有すること

・ イベント開催時点において、許可証に記載の有効期間内であること

・ 営業形態に見合う許可であること（露店又は自動車）

（３）イベント等開催届の提出

○ 露店やキッチンカーが出店して、広く集客するイベントの主催者の方には、イベント等開催届の

提出をお願いしています。

・イベント等開催届（様式は静岡市ＨＰからダウンロードできます。オンラインの場合は不要です。）

・開催配置図（出店レイアウト、トイレの場所等）

・食品を調理販売する出店者一覧表（出店者の氏名、提供品目、現地調理の有無、許可番号）

・ 調理とは、飲みものを注ぐことや既製品を盛り付けて提供する場合も含みます。

・ 露店形態は簡易な設備での営業となりますので、取り扱う品目は「①簡易な調理工程とする

こと、②直前に加熱するものであること」を原則としています。

・ 露店では、生食用食品（刺身、寿司、生卵等）は提供することができません。

・ 静岡県・静岡市・浜松市のいずれかで取得した営業許可は、相互に有効です。

・ 物品販売の場合は、営業許可は不要です。適切な許可を有する施設で作られたものである

こと、食品表示が貼付されていること、食品の保管温度などに注意してください。

露店・キッチンカーの営業許可申請の流れ

事前相談・準備

許可証の交付

：営業開始予定日の１５日前までに必要書類を提出し、手数料を納付

（新規の場合は、現金 16,100円）

：許可申請後、同日、保健所で自動車または露店設備の現物を確認

：提供品目の確認、必要な許可・設備の確認、必要書類の準備等

（２）根拠法令・条例等

○ 食品衛生法 ○ 食品衛生法施行条例 ○ 静岡県食品衛生規則

○ 留意事項

・ 保健所窓口またはオンラインで、イベント等開催届の提出をお願いします。

・ 開催日の２週間前までを目安にお願いします。手数料はかかりません。

＜オンライン＞ URL https://logoform.jp/f/EGIDl

＜窓口＞

葵区・駿河区のイベント：静岡市保健所食品衛生課（葵区城東町24番１号 054-249-3161）

清水区のイベント ：静岡市保健所清水支所 （清水区旭町６番９号 054-354-2214）

○ 留意事項

○ 提出書類

許可申請・調査
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【参考】公共空間利用の手続きの内容

資料 11 火災予防関係届出

（１）火災予防関係届出とは

○ 平成25年８月に京都府福知山市の花火大会火災を踏まえ、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者

の集合する催し（＊１）における火災予防対策の充実を図るため、火災予防条例が改正され、次の事項

が義務化されました。

① 火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合は、消防署に届出が必要です。

② 火気使用器具等（＊２）を使用する場合に、消火器の準備が必要です。

＊１ 多数の者の集合する催し
「多数の者の集合する催し」とは、社会的な広がりを有する自治会単位の祭礼・縁日・花火大会の催しが

該当します。（集合する者の範囲が個人的なつながりの近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主

催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなどは対象外。）

＊２ 火気使用器具等
火気使用器具等とは、液体燃料、固体燃料、気体燃料を使用する器具又は電気を熱源とする器具で

下記に示すような火を使用する器具又は使用に際し火災の発生のおそれのある器具の事をいいます。

・ 液体燃料を使用する器具（自家発電機、石油ストーブなど）

・ 固体燃料を使用する器具（七厘、バーベキューコンロ、練炭コンロなど）

・ 気体燃料を使用する器具（ガスコンロ、ガスストーブなど）

・ 電気を熱源とする器具（電気コンロ、電気ストーブ、電子レンジ、ホットプレートなど）

（２）根拠法令・条例等

○ 消防法

○ 静岡市火災予防条例

（３）申請窓口

○ 管轄の消防署

（４）提出書類

・ 露店等の開設届出書

（申請書の様式は、静岡市ＨＰ「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。）

・ 会場の見取り図（対象の火気器具の使用場所、危険物の設置場所、消火器の設置場所を記入）

（５）準備する消火器について

○ 調理用器具、ストーブや発電機などを使用する場合は、次のような消火器を準備して下さい。

① 準備する消火器は、業務用消火器としてください。

・ 消火器には、業務用消火器の他に、「家庭用消火器」「エアゾール式簡易消火器」等があります

が、家庭用消火器とエアゾール式簡易消火器は準備する消火器として認められません。

② 準備する消火器は、原則として、対象火気器具ごとに１本必要となります。

・ ただし、対象火気器具の設置者が同一で、１の消火器から対象器具までの距離や経路につい

て、一定の条件を満たせば、複数の対象器具に消火器を１本準備すればよい場合もあります。

詳細については、管轄の消防署へご確認ください。
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管理区間水系名河川名

玉機橋から海に至る安倍川水系安 倍 川 ※

福養橋と富厚里橋との中間付近から安倍川との合流点安倍川水系藁 科 川 ※

※ 安倍川と藁科川は、上記区間以外は静岡県が管理者となります。

管理区間水系名河川名

富士川町境から 海に至る （ 静岡県内）富士川水系富士川

延長 （ｍ）水系名河川名延 長 （ｍ）水系名河川名

1,600安倍川水系関の沢川3028,123安倍川水系安 倍 川 ※1

760安倍川水系三郷川3110,400安倍川水系丸子川2

680安倍川水系コンヤ川3220,292安倍川水系藁 科 川 ※3

2,800安倍川水系安倍大谷川334,000安倍川水系久住谷川4

61,000大井川水系大井川343,300安倍川水系飯間谷川5

2,000大井川水系関の沢川356,000安倍川水系新間谷川6

1,200大井川水系井川西山沢川362,300安倍川水系小瀬戸谷川7

2,500大井川水系東河内川37800安倍川水系板谷島沢川8

1,500大井川水系明神川387,000安倍川水系水見色川9

7,200大井川水系赤石沢川391,000安倍川水系保ケ沢川10

4,200大井川水系井川聖沢川401,000安倍川水系荒沢川11

4,310大井川水系奥西河内川417,500安倍川水系黒俣川12

7,350大井川水系西俣川421,000安倍川水系氷川13

4,250富士川水系稲瀬川432,000安倍川水系坂本川14

2,900富士川水系内房境川442,800安倍川水系杉尾川15

800富士川水系入川454,000安倍川水系諸子沢川16

1,580富士川水系小池川464,000安倍川水系内牧川17

17,980巴川水系巴川479,230安倍川水系足久保川18

3,300巴川水系継川481,200安倍川水系八十岡川19

1,030巴川水系瀬名新川491,600安倍川水系相沢川20

4,100巴川水系吉田川503,900安倍川水系油山川21

8,870巴川水系長尾川51600安倍川水系浅間沢川22

1,500巴川水系則沢川521,000安倍川水系安倍大沢川23

6,300巴川水系大谷川放水路5320,800安倍川水系安倍中河内川24

2,900巴川水系大慈悲院川543,600安倍川水系仙俣川25

980巴川水系小鹿沢川558,700安倍川水系西河内川26

620巴川水系大谷川561,200安倍川水系玉川大沢川27

1,770巴川水系長沢川57900安倍川水系八重沢川28

1,370巴川水系浅畑川58300安倍川水系聖沢川29

【参考】静岡市内を流れる河川の管理者一覧
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延長 （ｍ）水系名河川名延長 （ｍ）水系名河川名

2,045興津川水系湯沢川761,120巴川水系七曲川59

4,764興津川水系布沢川774,100巴川水系大沢川60

1,395興津川水系黒川782,900巴川水系山原川61

940興津川水系石沢川793,000巴川水系塩田川62

4,300波多打川水系波多打川803,850巴川水系草薙川63

6,700庵原川水系庵原川81600滝ケ原川水系滝ケ原川64

5,200庵原川水系山切川82400古安川水系古安川65

750神沢川水系神沢川83700殿谷川水系殿谷川66

550八木沢川水系八木沢川842,800小坂川水系小坂川67

1,300堰沢川水系堰沢川853,600瀬戸川水系朝比奈川68

1,300向田川水系向田川861,000瀬戸川水系山中沢川69

800向田川水系蛭沢川87450瀬戸川水系ユキ沢川70

480山居沢川水系山居沢川8821,700興津川水系興津川71

4,800由比川水系由比川895,300興津川水系小河内川72

2,000由比川水系桜ノ沢川902,500興津川水系中一色川73

1,500由比川水系釜ヶ沢川918,900興津川水系中河内川74

2,500和瀬川水系和瀬川921,100興津川水系神沢原川75

※ 安倍川と藁科川は、一部が国（国土交通省）管理となります。

延 長 （ｍ ）水系名河川名延長 （ｍ）水系名河川名

2,080巴川水系安東川192,180安倍川水系大門川1

850巴川水系猿田川201,150安倍川水系小豆川2

960巴川水系長沢川211,390安倍川水系秋山川3

1,870巴川水系四方沢川221,180安倍川水系慈悲尾谷川4

477巴川水系旧巴川231,120安倍川水系門屋川5

1,470巴川水系常念川241,040安倍川水系辰起川6

1,260巴川水系谷津沢川251,620安倍川水系有東木沢川7

1,010巴川水系薬師沢川26900安倍川水系有東木西沢川8

2,330巴川水系和田川27410安倍川水系中新田北沢川9

1,870浜川水系浜川28210安倍川水系中新田西沢川10

918浜川水系道成寺川292,400安倍川水系大沢川11

950小坂川水系大和田川301,660安倍川水系大鈩川12

790旧大谷川水系旧大谷川31500安倍川水系原田川13

1,320新川水系新川32970安倍川水系産女沢川14

2,190新川水系大橋川33600安倍川水系出口川15

1,350浜田川水系浜田川341,600安倍川水系御用水川16

1,050庵原川水系吉原川35660安倍川水系内宮川17

470神沢川水系神沢川361,600巴川水系大正寺沢川18
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